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本方法書は、環境影響評価法第 5 条第 38 条の 6 の規定により、対象事業に係る施設に関する都

市計画の決定と併せて手続きを行うため、都市計画決定権者及び事業予定者が作成したもので
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第1章 都市計画対象道路事業の名称 

 

（仮称）一宮西港道路 
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第2章 都市計画決定権者等の名称 

 

都市計画決定権者の名称 ： 愛知県 

代 表 者 の 氏 名 ： 愛知県知事 大村 秀章 

住 所 ： 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2号 

※上記は、愛知県内の都市計画決定権者である。 

 

 

事 業 予 定 者 の 名 称 ： 国土交通省 中部地方整備局 

代 表 者 の 氏 名 ： 国土交通省 中部地方整備局長 森本 輝 

住 所 ： 愛知県名古屋市中区三の丸２丁目 5 番 1号 
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第3章 都市計画対象道路事業の目的及び内容（事業特性） 

第1節 都市計画対象道路事業の目的 

一宮西港道路は、東海北陸自動車道・一宮 JCT と伊勢湾岸自動車道を結ぶ延長約 28km の高規格

道路です。 

中部圏における太平洋と日本海を結ぶ南北の広域ネットワークとしては、東海北陸自動車道がそ

の役割を担っていますが、一宮 JCT 以南にミッシングリンクが存在しています。このため、西尾張

中央道（一般道）の大型車混入率が高く主要渋滞箇所も点在しており、所要時間にバラつきが生じ

ています。また、西尾張・海部地域は、南北方向の緊急輸送道路が脆弱で、大規模災害発生時にお

ける救助活動や広域支援への影響が懸念されるほか、愛知県平均と比較して区画整理整備率が低

く、人口当たりの道路延長も短いなど、まちづくりを進める上での課題があります。 

一宮西港道路は、これらの課題が解消されることで、「物流」「防災」「まちづくり（地域開発

の支援）」の 3 つの観点において、より良い地域づくりに寄与することを目的としています。 

また、上記を踏まえ、以下の 3 つの政策目標を設定しています。 

 

１．速達性、定時性の向上による物流活動の支援 

２．災害発生時における信頼性の高い道路ネットワークの強化 

３．土地利用の高度化、地域と連携した開発の促進による持続可能な地方都市の形成 

 

 

■広域図                                ■詳細図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 都市計画対象道路事業の位置 
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第2節 都市計画対象道路事業の内容 

2.1  都市計画対象道路事業の種類 

高速自動車国道または一般国道（自動車専用道路）の新設 

 

2.2  都市計画対象道路事業実施区域の位置 

1） 起終点 

起点：愛知県一宮市 

終点：愛知県弥富市 

 

2） 都市計画対象道路事業実施区域の位置 

当該事業により土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築が想定される概ねの範囲を

「都市計画対象道路事業実施区域」（以下、「事業実施区域」といいます。）とし、その位置は、

図 3-2 に示すとおりです。 
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図 3-2(1) 都市計画対象道路事業実施区域の位置 
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図 3-2(2) 都市計画対象道路事業実施区域の位置 
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2.3  都市計画対象道路事業の規模 

延  長：約 28km 

 

2.4  都市計画対象道路事業に係る道路の車線の数 

車 線 数：4車線 

 

2.5  都市計画対象道路事業に係る道路の設計速度 

設計速度：100km/h 

 

2.6  その他の都市計画対象道路事業の内容 

1） 道路区分（種級） 

第 1 種第 2級 

 

2） 都市計画対象道路事業に係る構造の概要 

道路構造は、嵩上式（高架構造）を計画しています。 

 

3） インターチェンジ等の設置 

本事業において、インターチェンジ及びジャンクションの設置を計画しています。 

 

4） 休憩所の設置 

本事業において、休憩所の設置を検討しています。 
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第3節  その他の都市計画対象道路事業に関する事項 

3.1  都市計画対象道路事業の経緯 

1） 計画段階評価の流れ 

一宮西港道路は、東海北陸自動車道と伊勢湾岸自動車道を結ぶ道路です。西尾張・海部地域注）は、

名古屋都市圏及びその周辺の主要都市である名古屋市、岐阜市、四日市市や、国際拠点港湾である名

古屋港に近接する地域であり、県平均と比較すると、農地割合が高い地域となっています。また、当

該地域は、一定の人口集積を有しており、近年は全国水準を上回る伸び率で人口が増加しています。

なお、当該地域は、前述の立地を活かした地域開発が進められている状況ですが、日本最大の海抜ゼ

ロメートル地帯が広がっており、災害リスクの高い地域と言えます。 

一宮西港道路については、名古屋都市圏環状機能強化の検討のため、令和元年 12 月に「名古屋都

市圏環状機能検討会」を設置した後、令和 4 年 3月に開催した「令和 3 年度名古屋都市圏環状機能検

討会」において、名古屋都市圏の道路ネットワークの今後の方向性をとりまとめ、概略ルート・構造

の検討に着手することを公表しました。その後、国土交通省 中部地方整備局が計画段階評価の手続

きを進めており、構想段階における道路計画の意見聴取や、「社会資本整備審議会 道路分科会 中部

地方小委員会（以下、中部地方小委員会）」を 3回実施しました。事業の経緯として、中部地方小委

員会資料を次項以降に示します。 

なお、令和 4年 3 月に開催した「令和 3年度名古屋都市圏環状機能検討会」において、一宮西港道

路は広域道路ネットワークの高規格道路として位置付けられており、4車線以上・延長約 28km の計画

であることを考慮すると、「環境影響評価法」（平成 9 年 6月 13 日法律第 81 号）における「第一種

事業」に該当することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西尾張・海部地域とは、一宮市、津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村を示す。 

図 3-3 意見聴取の状況 

 

2） 第 1 回中部地方小委員会の審議内容 

第 1 回中部地方小委員会において、概略計画の検討プロセスを明確化し、計画検討の発議を

行いつつ、図 3-4 に示す道路交通の現状と課題、将来像等を踏まえ、図 3-5 に示す 3 つの政策

目標(案)を設定しました。 

地域への意見聴取(第 1 回)の方法についても検討し、これを踏まえ、地域の課題や道路に求

められる機能・役割について、アンケート・ヒアリングを行いました。 

【令和 6 年 3 月 7 日】 【令和 6 年 7 月 22 日 
〜10 月 4 日】 【令和 7 年 3 月 11 日】 



 

3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 1回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和 5年 2月） 

図 3-4(1) 道路交通の現状と課題① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 1回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和 5年 2月） 

図 3-4(2) 道路交通の現状と課題②  
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※「ラダーネットワーク」：梯子状の道路網。 
出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 1回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和 5年 2月）

に一部追記 

図 3-4(3) 道路交通の現状と課題③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 1回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和5年 2月） 

図 3-4(4) 道路交通の現状と課題④  

※ 
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出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 1回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和 5年 2月）

に一部追記 

図 3-5 政策目標（案） 

 

 

3） 第 2 回中部地方小委員会の審議内容 

（1） 政策目標の設定 

第 1 回意見聴取の結果（地域の課題に関すること）をまとめ、政策目標は妥当であると確認

しました（政策目標の設定）。第 1回意見聴取の結果は次項以降に示すとおりです。 
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地域の課題（地域の意見聴取結果）について 

■意見聴取（1 回目）の概要 
○調査目的 

公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、意見聴取を実施し、一宮西港道

路の道路計画について、周辺地域の皆様に御意見を伺いました。 

 

○調査方法・調査期間・配布回収数（意見聴取 1 回目） 

意見聴取期間は令和 5年 7月 3 日～9月 15 日とし、沿線や周辺の地域住民及び業務上利用者に対

する郵送配布や留置きアンケート、インタビュー、オープンハウス、Web アンケート、また地方公共

団体や経済・産業団体などの各種団体・関係機関に対してヒアリングを実施致しました。調査方法及

び配布・回収数は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 2回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和6年 3月） 

   

- -
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地域の課題（地域の意見聴取結果）について 

 

〔意見聴取エリア〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 2回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和 6年 3月） 
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地域の課題（地域の意見聴取結果）について 

○調査結果及び分析等（意見聴取 1 回目） 

【政策目標】 

アンケートやヒアリング結果から得られた地域の課題意見を踏まえ、政策目標は妥当であると確

認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 2回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和 6年 3

月）に一部追記 
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（2） 位置等に関する複数案の設定 

位置等に関する複数案としては、求められる政策目標を達成するために、経済面、社会面、

地形・地質条件、自然環境、生活環境などを踏まえて、以下に示す 3 案を設定しました。 

また、位置等に関する複数案に対する意見聴取の方法について検討し、対策案（ルート帯案）

の検討にあたり重視すべき事項、配慮すべき事項などについてアンケート・ヒアリングを行い

ました。 

 

◆【案①】東側ルート 

（西尾張中央道活用）

： 既存道路の活用により用地取得面積を抑えつつ、西尾張・海部地域東

部の都市を通過することで、西尾張・海部地域東部の高速アクセス性

に優れ、東海北陸自動車道から名古屋港までを最短距離で接続するル

ート 

◆【案②】中央ルート ： 新設の道路で市街化区域等への影響を極力回避しつつ、海部地域の概

ね中央部を通過することで、西尾張・海部地域の高速アクセス性等に

おいて地域全体の均衡がとれるルート 

◆【案③】西側ルート 

（国道 155 号活用） 

： 既存道路の活用により用地取得面積を抑えつつ、海部地域西部の都市

を通過することで、西尾張・海部地域西部の高速アクセス性に優れる

ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 対応方針（案） 
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4） 第 3 回中部地方小委員会の審議内容 

（1） 対策案（ルート帯案）の検討にあたり重視すべき事項、配慮すべき事項 

第 2 回意見聴取の結果（ルート帯案に関すること）をまとめ、対策案（ルート帯案）の検討

にあたり重視すべき事項、配慮すべき事項を確認しました。第 2 回意見聴取の結果は以降に示

すとおりです。 

 

重視すべき事項（地域の意見聴取結果）について 

■意見聴取（2 回目）の概要 
○調査目的 

一宮西港道路の計画を進めるにあたり、決定された政策目標を達成するためのルート帯案を

比較・検討する際に重要と思われるポイントについて把握するため、意見聴取を実施し、一宮

西港道路の道路計画について、周辺地域の皆様に御意見を伺いました。 

 

○調査方法・調査期間・配布回収数（意見聴取 2 回目） 

意見聴取期間は令和 6年 7月 22 日～10 月 4 日とし、沿線や周辺の地域住民及び業務上利用

者に対する郵送配布や留置きアンケート、インタビュー、オープンハウス、Web アンケート、

また地方公共団体や経済・産業団体などの各種団体・関係機関に対してヒアリングを実施致し

ました。調査方法及び配布・回収数は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 3回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和 7 年

3月） 

  

調
査

項
目

調査対象分類
配布数 回収数

回
収
率対象詳細

ア
ン
ケ
ー
ト

一
般
道
路
利
用
者

地
域
住
民

沿
線

郵送回答 ・概ねのルート帯が通過する沿線※１住民世帯
・対象地域の全⼾に郵送配布

159,612 28,906
18%

郵送回答以外※４ － 204

周
辺

郵送回答 ・概ねのルート帯に隣接する周辺※２住民世帯
・対象地域に無作為抽出にて郵送配布

57,686 12,866
23%

郵送回答以外※４ － 160

小計 217,298 42,136 19%

広
域
道
路
利
用
者

留置きアンケート
・沿線・周辺地域の地方公共団体（9市3町1村）
・岐阜地域の地方公共団体※3（3市2町）
・沿線・周辺地域の「道の駅」利用者（1駅）
・沿線・周辺⾼速道路のSA/PA利用者 （6箇所）

ー 281 ー

インタビュー ・周辺⾼速道路のSA/PA利用者 － 328 －

オープンハウス ・概ねのルート帯の近隣の⼤型商業施設利用者（3箇所） ー 16 ー

WEBアンケート
・国、県、沿線・周辺の地方公共団体のホームページ・SNSの閲覧者

ー 3,939 ー
・概ねのルート帯周辺を訪れたことがある道路利用者
（調査会社の登録モニター）

小計 ー 4,564 ー

業
務
目
的
の

道
路
利
用
者

（
事
業
者
）

郵送配布

・トラック協会会員企業（愛知県、岐阜県、三重県）
・バス協会会員企業
（愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、富山県、石川県、福井県）
・タクシー協会会員企業（愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県）
・名古屋商工会議所

4,095 482 12%

小計 ー 482 ー
合計 ー 47,182 ー

ヒ
ア
リ
ン
グ

地方公共団体
・愛知県、岐阜県、三重県
・沿線・周辺地域の地方公共団体（9市3町1村）
・岐阜地域の地方公共団体※3（3市2町）

ー ー ー各
種
団
体

経済・産業団体
・中部経済連合会、沿線・周辺地域内の商工会議所
・観光協会、物流事業者、バス事業者
・農業協同組合、 名古屋港管理組合

警察・消防・医療 ・沿線・周辺地域内の警察署、消防本部、医療機関 等
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重視すべき事項（地域の意見聴取結果）について 

〔意見聴取エリア〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 3回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和 7 年

3月） 

  

周知方法 記者発表、ポスター掲示、国、県、沿線・周辺、岐阜地域の地方公共団体のホームページへのバナー貼付・SNS掲載
回収方法 郵便ポスト、WEBによる回答、対象箇所に投函ボックスを設置

期 間 全体期間 令和6年7月22⽇〜令和6年10月4⽇（約2ヶ月半）
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重視すべき事項（地域の意見聴取結果）について 

○調査結果及び分析等（意見聴取 2 回目） 

【政策目標】 

アンケートやヒアリング結果から、ルート帯案を検討する際に重視すべき事項、配慮すべき事

項について以下のとおり確認ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 3回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和 7 年

3月） 
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（2） 計画段階評価の比較評価の結果 

意見聴取では構造検討において重視されている項目での複数案の比較評価を行いました。複

数案の比較・評価は、図 3-7 に示すとおりです。 

比較評価の結果、海部地域の概ね中央部を経過することで地域全体の速達性、定時性の向上、

災害時における信頼性の高い道路ネットワークの確保、土地利用の高度化、地域と連携した開

発の促進による持続可能な地方形成が最も期待できる「案② 中央ルート」を対応方針（案）と

しました。対応方針（案）は、図 3-8 に示すとおりです。 

インターチェンジの配置の考え方としては、広域物流交通を担う主要幹線道路との接続を確

保することにより相互利用のしやすさに配慮するとともに、名古屋港等の産業拠点とのアクセ

ス性に配慮することとしました。また、地域の主要な道路との接続を確保するとともに、各居

住圏域、市役所や防災拠点とのアクセス性に配慮することとしました。 

また、一宮西港道路の効果をより高めるため、地域における周辺道路整備や周辺開発等と十

分に連携することとしました。 

なお、対応方針（案）の検討においては、その他事項として、以下の配慮が挙げられました。 

 

・具体的な道路構造の検討に際し、生活環境への影響（大気質、騒音等）、自然環境への影響

（動植物等）、景観への影響（景観資源等）、工事中の地域への影響（現道交通・工事期間等）

をできる限り少なくし、コスト縮減等に配慮する。 
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出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 3回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和 7年 3月） 

図 3-7 複数案の比較・評価  
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出典：中部地方小委員会資料「一宮西港道路 第 3回 計画段階評価」（国土交通省中部地方整備局、令和 7年 3月） 

図 3-8 対応方針（案） 
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3.2  計画段階環境配慮書以降方法書までの検討の経緯 

事業予定者※（国土交通省 中部地方整備局）が「計画段階環境配慮書」（以下、「配慮書」と

いいます。）を作成し、令和 7 年 8月に国土交通大臣に送付するともに公表しました。 

これに対し、令和 7 年 10 月に国土交通大臣より環境の保全の見地からの意見が提出されてい

ます。その後、計画段階評価の手続きにおいて、複数案としていた 3 案のうち、「【案②】中央

ルート」を対応方針として決定しました。選定した理由は以下に示すとおりです。 

 ※上記、事業予定者は「概略計画の検討を実施した主体」です。 

 

（理由） 

・名古屋港を発着する交通の速達性・定時性および西尾張・海部地域の高速アクセス性が向

上する。 

・災害発生時における信頼性の高い道路ネットワークが強化される。 

・西尾張・海部地域における市町村間のアクセス性が向上し、地域連携の促進が期待される。 

 

なお、インターチェンジについては、広域物流交通を担う主要幹線道路との接続を確保する

ことにより相互利用のしやすさに配慮するとともに、名古屋港等の産業拠点とのアクセス性に

配慮する。また、地域の主要な道路との接続を確保するとともに、各居住圏域、市役所や防災

拠点とのアクセス性に配慮します。 

また、一宮西港道路の効果をより高めるため、地域における周辺道路整備や周辺開発等と十

分に連携します。 

 

 

・環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 

配慮書においては、【案①】東側ルート（西尾張中央道活用）、 【案②】中央ルート、【案③】

西側ルート（国道 155 号活用）の 3 案について、自動車の走行による大気質、自動車の走行に

よる騒音、道路の存在による動物、道路の存在による植物、道路の存在による生態系、道路の

存在による景観の 6 つの配慮事項について環境影響を比較検討しました。 

その結果、大気質、植物及び景観については、【案②】の影響の程度が【案①】・【案③】と比

べて小さい、動物については【案②】・【案③】の影響の程度が【案①】と比べて小さい、生態

系については【案①】の影響の程度が【案②】・【案③】と比べて小さいと評価しました。（詳細

は第 5 章を参照） 

その後、配慮書に対する国土交通大臣、愛知県知事、三重県知事、一宮市長、稲沢市長、愛

西市長、弥富市長、あま市長、蟹江町長、桑名市長及び木曽岬町長の意見が述べられ、生活環

境（大気質や騒音）、水環境（水質）、自然環境（動植物や生態系）、景観、文化財等へ配慮する

こと等の意見がありました。また、住民アンケート等においては生活環境（大気質・騒音）に

関する意見が最も多く寄せられています（詳細は第 6 章、第 7 章を参照）。 

これまでの環境の保全の配慮に係る検討結果から、保全上重要な箇所等については、できる

限り影響を回避・低減する検討を行って環境の保全に配慮ができることを踏まえ、意見聴取に

てルート帯案を考える際に重視するべき事項に基づき 3 案を総合的に比較した結果、計画段階

評価手続きにおいて、【案②】中央ルートを対応方針として決定しました。 
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3.3  環境保全への配慮事項 

1. 一定規模以上の建設機械は、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型の機械を採用します。 

2. 事業実施区域が周知の埋蔵文化財包蔵地を通過する場合、または工事中に埋蔵文化財が

発見された場合には、「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日法律第 214 号）の規定に基

づき対応します。 

3. 工事中に汚染土壌の存在に係る情報及び事実が確認された場合には、「土壌汚染対策法」

（平成 14 年 5 月 29 日法律第 53 号）の規定に基づき対応します。 

4. 建設工事に伴う副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12

月 25 日法律第 137 号）、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成 3 年 4 月 26 日法

律第 48 号）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法

律第 104 号）等の関係法令に基づき、適正な処理・処分を行うとともに、再利用に努め

ます。 

5. 環境負荷の少ない建設機械の使用、工事用車両のアイドリングストップや省資源・省エ

ネルギーに配慮した建設資材の使用等を採用することにより、温室効果ガス発生量の削

減に努めます。 

6. 工事の実施に伴って発生する濁水の影響を低減するために、沈砂地等の濁水処理施設で

処理した後に公共用水域に放流することにより、水質への影響の低減に努めます。 

7. 河川内における橋梁基礎工事を行う場合には、直接流水と接する掘削工事を避けるため、

止水性の高い仮締め切り工法を採用するなど、水質、動物、植物、生態系への影響の低

減に努めます。 

 


